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No．１審 議 経 過

開 会 （第５９回 建築審査会の開催を宣言）

（ 、 、 ）事務局 本日の審査会は ４名の委員の出席があり 会議は成立することを報告

（あいさつ）

本日の会議は、議案第１号といたしまして 「会長と会長代理の選出につい、

て」議案第２号が 「敷地等と道路との関係にかかる許可について」報告と、

いたしまして、法第４３条第１項ただし書許可の包括同意によります「敷

地等と道路との関係に係る許可における包括同意の報告」が３件でありま

す。

事務局 ただいまから、議題第１号「会長と会長代理の選出」につきまして、事務

局で進行させていただきます。

建築基準法第８１条によりまして、会長及び会長代理は委員の互選による

ことになっていますので、委員の皆さんで互選していただきたいと思いま

す。

委 員 昨年まで会長を務めていただいた池田委員を会長に、前会長代理の高尾委

員に会長代理に推薦するとの発言。

（出席委員全員異議なしとの発言あり ）。

事務局 出席委員の互選の結果会長に池田委員を、会長代理に高尾委員が互選され

ましたが、両委員が欠席されているため後日両委員に報告しておきます。

事務局 それでは、第２号議案にはいるわけですが、池田会長及び高尾会長代理が

欠席のため、建築部門から委員に出ていただいている木多委員に本日の議

長をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

委 員 （異議なしとの発言あり ）。

議 長 ただいま、議長に選出されましたが、審査会運営つきましてご協力よろし

くお願いします。

議案第２号「敷地等と道路との関係に係る許可について」事務局より説明

をお願いします。

事務局 （議案第２号について説明する ）。

議 長 議案の説明は終わりましたが、ご質問等はございませんか。

議 長 現況写真を見るかぎりスナックと見受けられるが、建て替えも同様である

のか。

事務局 現況はスナック跡ですが、申請は飲食を提供する店舗と聞いております。

議 長 この構造は準耐火建築物となっているが、許可基準の制限どおりなのか。



No．２審 議 経 過

、 。事務局 許可基準の中で準耐火建築物となっており 基準どおりとなっております

委 員 西側の２階部分に窓がないが、避難するうえで問題がないのか。

事務局 今回の計画では２階部分には窓を設けていないが、基準上問題はない。

委 員 今回の建築物は、長屋、特殊建築物、その他の建築物のどれに該当するの

か。

事務局 用途的には飲食店であり、表の中のその他建築物に該当します。

委 員 満席となった場合、防災、防火上大丈夫か。

事務局 準耐火建築物であり、防火上問題はないが、客席に消火器などの設置を付

すことができる。

委 員 この建物ついて、消防署の方に話をされるのか。

事務局 小規模建築物であるので、消防の方には話をしない。

に用途的に入ると思われるが。議 長 表のＮO３の表中

その他の建築物の分類となる。今回の計画は、県条例の４メートル接道事務局

義務のない建築物となります。

議 長 他に質問がなければ、議案第２号について同意してよろしいか。

委 員 結構です。

議 長 次に、報告第22号、23号，24号について一括して事務局より説明をお願い

します。

事務局 （報告第22号から第24号について説明する ）。

議 長 報告第22号から第24号についての説明は終わりました。ご質問はございま

せんか。

委 員 第23号の道の幅員4.31メートルとのことですが、現況これだけあるという

ことですか。

事務局 道につきましては、幅員4.31メートルとみなしております。

委 員 報告第22号は、地上３階建てで準防火仕様となっていますが建築確認申請

上どおですか、



No．３審 議 経 過

事務局 ３階建てでも、住宅ですから準防火、準耐火は不要で、一般、その他の分

で可能です。

の整理番号Ｄの中で、構造の欄で準耐火建築物、準防火仕様一覧表のNO１
。とありますが ３階建は 準耐火建築物を必要とするものではありません、 、

準防火仕様は かつ の場合となります。

議 長 他に質問等はありませんか。

質問等がないようですので、報告第22号、第23号、第24号につきまして了

承してよろしいか。

委 員 結構です。

議 長 報告第22号、第23号、第24号は了承いたします。

議 長 本日の議事録署名委員は、木多委員と川本委員にお願いします。

議 長 その他、事務局の方で何かありませんか。

事務局 審査会は原則毎月第３水曜日に開催する予定ですが、５月は議案がありま

せんので、次回は６月に開催する予定ですのでよろしくお願いします。

議 長 以上で本日の審査会は終了いたします。

閉会 午後３時５０分


